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シ
ン
ポ
ジ
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ム
を
理
解
す
る
た
め
に



4

1

公
的
年
金
は
、
老
齢
年
金
だ
け
で
は
な

い

1
重
要
だ
が
、
知
ら
れ
て
い
な

い
障
害
年
金

公
的
年
金
制
度
と

い
う
と
、
ま
ず
浮
か
ん
で
く
る
の
は
老
齢
年
金

で
、
特
に
、
若

い
人
た
ち
に
は
遠

い
将
来

の
問
題

の

よ
う

に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
年
金
制
度
か
ら
支
給
さ
れ
る
の
は
老
齢
年
金
だ
け
で
は
な

い
。

一
般

に
は
な
じ
み
が
少
な

い
が
、
障
害
年
金
も
重
要
な
公
的
年
金

の
ひ
と

つ
で
あ

る
。
あ
る
日
突
然
、
病
気
や
ケ
ガ
で

心
身

に
障
害
が
残
り
、
日
常
生
活
が
不
自
由

に
な
り
、
働
け
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
う

い
う
時

に
ク

ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ

さ
れ

て
く
る
の
が
、
障
害
年
金

の
存
在

で
あ

る
。
だ
か
ら
、
障
害
年
金
は
若

い
人

々
に
も
直
接
関
係
し

て
く

る
可
能
性
が

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た

「
学
生
無
年
金
訴
訟
」

に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

2

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ね
ら
い

-
障
害
年
金
と
代
替
的
紛
争
解
決
制
度
A
D
R

(
≧

8
ヨ

慧

く
o
u
喜

島

寄

。・
。
冨
一δ
昌
。・
)

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ね
ら

い
は
、
こ
の
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
障
害
年
金
を
取
り
上
げ
、
障
害
年
金
と
は
ど

の
よ
う

な
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も

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ど

の
よ
う
な
問
題
が
内
在

し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら

よ

い
の
か
、
大
学

や
地
域

に
は
、
問
題
解
決

に
む
け
、
ど
ん
な
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
皆
さ
ん
と

一
緒

に
考
え

て
い
き
た

い
と

い
う
思

い
で
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
て
み
た
。

特

に
、
年
金

の
問
題
は
、
法
律
に
は
関
係

の
な

い
こ
と
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
近
年
、
年
金

に
係
る
不
服
申
立
、
な
か

で
も
障
害
年
金
に
係
る
不
服
申
立
が
突
出
し
て
増
加
し
て
き

て
い
る
こ
と
は
、
巻
末

〔参
考
資
料
〕
に
示
す
と
お
り
で
あ
り
、
な

か
に
は
学
生
無
年
金
訴
訟
の
よ
う
に
裁
判
に
進
む
も

の
も
少
な
く
な

い
。

学
生
無
年
金
訴
訟
が
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う

に
、
年
金
に
係
る
不
服
申
立

て
の
多
く
は
、
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保

険
審
査
会

の
審
査
を
経
る
こ
と
に
な
る
。
(社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
、
後
述
3
i

㈲

「社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
」
を
参
照
)
こ
れ
ら

の
審
査
を
経
た
後

で
な
け
れ
ば
、
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で

き

な
い
と

い
う

「不
服
申
立
前
置
制
度
」
が
取
ら
れ

て
い
る
か
ら

で
あ
る

(こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
7
章
、
厚

生
年
金
保
険
法
第
6
章
等
参
照
)
。
そ
し
て
社
会
保
険
審
査
官

及
び
社
会
保
険
審
査
会

に
つ
い
て
の
必
要
事
項
を
定
め
た

「
社

会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
」
(以
下

「官

・
会
法
」
と
い
う
)
は
、
行
政
処
分
に

つ
い
て
の
不
服
申
立

て
の

一

般
法

で
あ
る

「行
政
不
服
審
査
法
」
に
対
し

て
は
、
特
別
法

の
位
置

に
あ
り
、
両
者
は
緊
密
な
関
係

に
あ
る

(例
え
ば
、
国

民
年
金
法
1
0
1
条
5
項
、
厚
生
年
金
保
険
法
91
条
の
2
参
照
)。

5
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納り

行
政
不
服
審
査
制
度

の
改
革
と
事
前
手
続
/
事
後
手
続

の
総
合
的

・
統

一
的
把
握

(さ
て
、
現
在
、
行
政
不
服
審
査
制
度

の
改
革

が
、
議
論

の
狙
上
に
上
が

っ
て
き

て
い
る
。

今
回

の
行
政
不
服
審
査
制
度
改
革

で
は
、
行
政
手
続
法

の
制
定
と
行
政
過
程
に
お
け
る
事
前
手
続
と
事
後
手
続
の
総
合

的

・
統

一
的
把
握
が
、
究
極
な
課
題
と
さ
れ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ

で
は
、
そ

の
意
味
す
る
こ
と

の
概
略
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
行
政
手
続
、
行
政
不
服
審
査
、
行
政
訴
訟

の
関

係
を
次
頁
図
1
の
よ
う

に
あ
ら
わ
し

て
み
た
。

図
1
に
つ
い
て
、
若
干
説
明
を
加
え

る
と
、
行
政

の
決
定
が
下
さ
れ
る
前
と
後
と

で
区
別
し
た
場
合
に
、
行
政
決
定
に

至
る
ま

で
に
行
政
が
行
う

べ
き

「事
前
手
続
」
を
通
常
、
行
政
手
続
と

い
う
。
こ
れ
に
対
し
行
政
決
定

(行
政
処
分
)
が
下

さ
れ
た
後

の

「事
後
手
続
」
が
、
図

1
で
い
え
ば
、
行
政
不
服
審
査
と
行
政
訴
訟
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
行
政
手

続
と
行
政
不
服
審
査
は
、
あ

い
ま

っ
て
司
法
過
程
よ
り
前

の
段
階
で
行
政
過
程
全
体
を
通
じ
て
の
適
正
手
続

の
保
障
を
担

保
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

い
え

る
。

②

社
会
保
険
の
事
前
手
続

ー
不
当

・
違
法
な
不
利
益
処
分
の
事
前
防
止

さ
て
、
行
政
手
続
の
基
本
原
則
と
し
て
は
、
A
告
知

・
聴
聞

B

理
由
の
提
示

C

活
動
準
則
の
設
定

・
公
表
が
あ
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げ

ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
わ
が
国

の
行
政
手
続
法

で
は
、
行
政
手
続
を
①
申
請
に
対
す
る
処
分

の
手
続

②
不
利
益
処
分
の
手
続

③
行
政
指
導

の
手
続

④
届
出

の
手
続

の
4

つ
に
類
型

区
分
し
て
い
る
。

社
会
保
険
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
私
た
ち
が
、
関
係
機
関

の
窓
口
に
行
き
、
年
金
を
受
給
す

る
た
め
の
申
請
を
し
、
決
定
を
受
け
る
。
そ

の
過
程
は
、
下
記
図
1
で
い
う
、
事
前
手
続

で
あ

り
、
そ

の
過
程
が
、
公
正

・
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ

て
い
る
の

が
、
行
政
手
続
法
だ
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

社
会
保
険

に
係
る
第

一
線

の
窓

口
で
の
対
応
が
、
し

つ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
事
後
行
政
手
続

で
あ
る
不
服
申
立
を
せ
ず

に
早
期

に
解
決

し
た
と
思
わ
れ
る
事
案
も
少

な
く
な

い

(5
1

ω

「必
要
な
市
民

へ
の
情
報
提
供
と
相
談
窓
口
」
を
あ
わ
せ
参
照
)。

不
利
益
処
分

の
手
続

に

つ
い
て
、
行
政
手
続

の
基
本
原
則
が
遵
守
さ
れ
れ
ば
、
不
当

・
違
法

な
不
利
益
処
分
が
、
事
前

に
防
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
保
険
に
お

い
て

も
例
外

で
は
な

い

(な
お
、
行
政
手
続
法
13
条
2
項
4
号
に
留
意
)
。

事
前
行
政
手
続
と
事
後
行
政
手
続
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
密
接

に
関
係
し
て
い
る
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で

「年
金
申
請

の
手
続
を
知
ろ
う
」
と

い
う
提
起
を
行

い
、
情
報
提
供

の
重
要
性
や
申

図1司 法過程より前に行政過程全体を通 じての適正手続の保障

(事前手続) (事後手続)

行政手続 行政不服審査

〉

行政訴訟

(司法過程)

7
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請

へ
の
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
の
必
要
性
を
提
案
し
て
い
る
の
も
、
法
的
に
み
れ
ば
、
事
前
行
政
手
続
と
事
後
行
政
手
続
を
総
合

的

に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
司
法
過
程
に
先
立

つ
、
行
政
過
程
全
体
を
通
じ
て
の
適
正
手
続

の
保
障
を
実
質
的
な
も

の
に

し
て
い
こ
う
と
考
え

て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
報
告
者

の

一
人
で
あ
る
湯
浅
さ
ん
が
年
金
請
求
に
至
る
経
緯

や

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
会
場
か
ら
の
質
問
か
ら
も
、
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈹

行
政
不
服
審
査
制
度
の
改
革
に
よ
る
事
後
行
政
手
続
の
方
向
性

と
こ
ろ
で
、
現
在

の
行
政
不
服
審
査
法
は
、
①
手
続

の
簡
易
迅
速
性
、
と
②
審
理

の
公
正
お
よ
び
申
立
人
等

の
手
続
的

保
障
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
行
政
不
服
審
査
制
度
改
革
の
方
向
性

(注
)
は
、
②
を
重
視
す
る
方
向

で
動

い
て
き

て
い

る
、
と

い
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
処
分
担
当
と
審
査
担
当

の
職
能
分
離
、
具
体
的
に
は
、
審
査
担
当
者
、
お
よ
び
第
三
者

的
審
査
機
関

の
設
置
に
よ

っ
て
審
査

の
公
正

・
第
三
者
性
を
実
現
す
る
案
が
提
案
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。

(注

)
行
政
不
服
審
査
制
度

の
改
革
は
、
前

述

の
よ
う

に

「
行
政
過
程

に
お
け
る
事
前
手
続
と
事
後
手
続

の
総
合
的

・
統

一
的
把
握
」

に
お
か
れ

て

い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
こ
こ
で

い
う
行
政
不
服
審
査
制
度
改
革

の
方
向
性
は
、
そ

の
中

の
事
後
手
続
、
す
な
わ
ち

現
在

の
行
政
不
服
審
査
法

に
多

く
対
応
す
る
部
分

の
改
革

の
方
向
を

さ
し
て

い
る

こ
と

が
窺
え

る
。
行
政

不
服
審
査

制
度

の
改
革

に

つ
い
て
は
、
み
や
す

い
と

こ
ろ
で
は
、
「
ジ

ュ
リ
ス
ト
」
Z
o
」
ω
暉

に
、
関
連
す

る

い
く

つ
か

の
論
文
が
掲
載

さ
れ

て

い
る
。
本

稿
も

こ
れ
ら

の
論
文
等
を
参
考
と
し

て
い
る
が
、
ま
だ
改
革

の
全
容

が
か
た
ま

っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
本
稿

の
説
明
は
、
筆

者

の
理
解

の
範
囲

で
、
筆
者

の
責
任

で
行
う
も

の
で
あ

る
。
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㈲

注
目
す
べ
き
第

三
者
機
関
と
し
て
の
社
会
保
険
審
査
官

・
社
会
保
険
審
査
会

の
機
能

す

で
に
、
健
康
保
険
法

や
厚
生
年
金
保
険
法
等

の
社
会
保
険

の
分
野
に

つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法

の
基
本
法
則
と

異

な
り
、
個
別
法
律

に
存
す
る
審
査
請
求

の
根
拠
規
定

に
基
づ
き
、
社
会
保
険
審
査
官

・
社
会
保
険
審
査
会
と

い
う
法
定

の
第
三
者
機
関

(処
分
庁
と
そ
の
上
級
庁
に
対
し
て
独
立
し
て
不
服
審
査

・
裁
決
を
行
う
行
政
機
関
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
先

に
も
触
れ
た
と
お
り

で
あ
る
。

行
政
不
服
審
査
制
度

の
改
革
に
お

い
て
は
、
「第
三
者
機
関
」
が
、
審
理
の
公
正
お
よ
び
申
立
人
等

の
手
続
的
保
障

に
、

ど

の
よ
う
に
寄
与
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
、
ま
た
行
政
不
服
審
査
を
司
法
と

の
か
か
わ
り

で
、
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け

て

い
く
の
か
が
、
重
要
な
緊
急
課
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
社
会
保
険
審
査
官

・
社
会
保
険
審
査
会

の
現
状
を

分
析
し
、
そ
の
効
用
と
問
題
点
、
克
服
す

べ
き
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
改
革
を
実
り
あ
る
も

の
に
し
て

い
く
上
で
も
、
重
要
な
意
味
を
も

つ
、
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
こ
で
は
、
多
く
を
ふ
れ
る
余
裕
は
な

い
が
、

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
社
会
保
険
審
査
会

で
は
、
不
服
申
立
人
等

へ
の
口

頭
審
理
請
求
制
や
審
理
手
続

に
お
け
る
対
審
制
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
公
正
手
続

の
あ
り
方
は
、
十
分
に
明
ら
か

に

な

っ
て
い
な

い
。
口
頭
陳
述
人
で
あ
る
請
求
人
等
か
ら

の
審
査
庁

へ
の
質

問
も
適
宜
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
か
と

い
う
議
論
も
あ
る
。
官

・
会
法

で
は
、
社
会
保
険
審
査
官

・
社
会
保
険
審
査
会
は
、
準
司
法
手
続

で
あ
る
と
説
明
さ
れ

て

9
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い
る
が
、
通
常

「準
司
法
手
続

に
よ
る
行
政
不
服
申
立
制
度
」
と

い
わ
れ
る
制
度

(例

独
占
禁
止
法
45
条
以
下
参
照
)
と
ど

こ
が
ど
う
違
う

の
か
、
み
え

に
く

い
点
も
少
な
く
な

い
。
さ
ら
に
、
近
年

で
は
、
司
法
権

の
限
界
を
補
う
行
政
機
関
に
よ

る

「
裁
判
」
(こ
の
場
合
、
司
法
権
は
、
原
処
分
の
適
否
で
は
な
く
、
「前
審
裁
判
」
の
適
否
の
審
査
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
考

え
方
)
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
社
会
保
険
審
査
会
を
A
D
R
と
し
て
ど

の
よ

う

に
位
置
づ
け
る
か
は
、
今
後

の
重
要
な
法
的
課
題
の
よ
う

に
み
え
る
。

ま
た
、
社
会
保
険
審
査
会
が
容
認
裁
決
を
出
し
て
も
、
原
処
分
庁
が
当
該
請
求
人
以
外

の
者

に
対
し
て
行

っ
た
個
別

の

処
分

に
は
拘
束
力
は
及
ば
な

い
か
ら
、
行
政
側
が
、
社
会
保
険
審
査
会

の
裁
決
を
尊
重
す
る
態
度
を
取
ら
な

い
か
ぎ
り
、
前

述

の
容
認
裁
決
に
係
る
当
該
原
処
分
と
同

一
の
内
容

の
請
求
が
、
社
会
保
険
審
査
会

に
多
数
係
属
す
る
と

い
う
事
実
も
発

生
す
る
こ
と

に
な
る
。
社
会
保
険
審
査
会

の
容
認
裁
決
と
立
法
政
策
と

の
連
携
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

話
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
行
政
不
服
審
査
制
度

の
改
革

の
中

で
、
行
政
不
服
審
査
は
、
①
手
続

の
簡
易
迅
速
性
と
②
審

理

の
公
正
及
び
申
立
人
等

の
手
続
的
保
障
と

い
う
2

つ
の
目
的

の
う
ち
、
②
を
重
視
す
る
方
向
に
動

い
て
き

て
い
る
、
と

い
わ
れ

て
い
る
。
社
会
保
険
審
査
会

の
現
状
は
、
こ
の
②

の
方
向
を
、
具
体
的

に
考
え

て
い
く
う
え

で
、
素
材
を
提
供
す

る
と
考
え
、

い
く

つ
か

の
指
摘
を
行

っ
た
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら

の

(社
会
保
険
分
野
も
含
め
た
)
行
政
不
服
審
査
が
、
②
を
重
視
す
る
方
向

に
動

い
て
き
て
い
る
か
ら
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と

い
っ
て
、
そ
れ
が
①
手
続

の
簡
易
迅
速
性
と
無
縁

で
な

い
こ
と
は
衆
目
の

一
致
す
る
と
こ
ろ
だ

ろ
う
。
む
し
ろ
、
②
を

重
視
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
だ
け
手
間
や
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
も
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
①
を
保
ち
な
が
ら
、
②
を
充

実
さ
せ

て
い
く
た
め
に
は
、
審
査
請
求
人
に
対
す
る
法
律
家
と
社
会
保
険
労
務
士
等

、
他
領
域

の
専
門
家
の
総
合
的
支
援

が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
そ
の
総
合
的
支
援
の
中
核
と
し
て
、
大
学
に
求
め
ら
れ
て
き

て
い
る
役
割
も
大
き

い
こ
と
は
、
〔5
1
②

「市
民
を
助
け
る
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
の
育
成
と
大
学
の
役
割
」
を
あ
わ
せ
参
照
〕
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り

で
あ
る
。

市
民
が
、
社
会
保
険
労
務
士
や
関
連
機
関

の
職
員
、
弁
護
士
を
は
じ
め
法
律

の
専
門
家
と
手
を
携
え

て
、
障
害
年
金
に

つ
い
て
の
ト
ラ
ブ

ル
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も

に
、
社
会
保
険
審
査
会
等

の
苦
情
機
関
に
も

つ
と
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
裁

判

に
か
わ
る
代
替
的
紛
争
解
決
制
度

で
あ
る
A
D
R

へ
の
具
体
的
な
歩
み
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
い
ま
切
に
求
め
ら
れ

て
き

て

い
る
と
思
う

が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ぜ
ひ
、
考
え

て
み
て
い
た
だ
き
た

い

(な
お
、
「裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
(A
D
R
法
)
が
、
平
成
十
九
年
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
詳
し
い
検
討
は
、
他
日
に
期
し
た

い

)
。そ

の
た
め

の
素
材
提
供
と
し

て
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
障
害
年
金
を
含
む
公
的
年
金
制
度

の
全
体
像
を
示
し

て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。

11
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3

も

う

一

つ
の
年
金

「障
害
年
金
」
は
ど
う
使
う
か

ー

制
度

の
仕
組
み
、
現
状
と
課
題
を
考
え

る

の

公
的
年
金
制
度
の
構
造

公
的
年
金
制
度
は
、
昭
和

61
年
4
月

の
年
金
法

の
大
改
正
に
よ

っ
て
、
2
階
建

て
の
年
金
制
度

が
導
入
さ
れ
、
現
在
に

至

っ
て
い
る
。
こ
の
2
階
建

て
年
金
制
度
は
、
国
民
年
金
を
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
と
位
置
づ
け
、
原
則
と
し

て
、
20

歳
以
上

60
歳
未
満

の
国
民
全
員
が
加
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

図
2
の
第
1
号
、
第
2
号
、
第

3
号
は
、
国
民
年
金

の
被
保
険
者

の
区
分
で
あ
り
、
全
国
民
は
そ
の
い
ず
れ
か

の
被
保

険
者
と
な
る
。
第

1
号
被
保
険
者
に
は
自
営
業
者
、
無
職

の
人
、
20
歳
以
上
の
学
生
な
ど
が
、
第
2
号
被
保
険
者
に
は
サ

ラ
リ
ー

マ
ン
、
公
務
員
、
私
立
学
校

の
教
職
員
な
ど
が
、
第

3
号
被
保
険
者

に
は
第
2
号
被
保
険
者

の
被
扶
養
配
偶
者

で

あ
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満

の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。

こ
の
結
果
、
第
1
号
被
保
険
者
及
び
第

3
号
被
保
険
者
は
、
国
民
年
金

の
み
の
加
入
と
な
る
が
、
第
2
号
被
保
険
者

で

あ
る
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
、
公
務
員
、
私
立
学
校

の
教
職
員
な
ど
は
、
同
時

に
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合

の
被
保
険
者

・
組

合
員

で
も
あ
る
か
ら
、
公
的
年
金

へ
二
重
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
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②

公
的
年
金
制
度
の
負
担
と
給
付

保
険
料

の
納
付
や
年
金
の
給
付
も
2
階
建

て
制
度
に
対
応
す
る
。
第
1
号
被
保
険
者

は
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
個
別
に
納
付
す
る
。
国
民
年
金
の
み
の
加
入
だ
か
ら
支
給
さ

れ
る
年
金
も
国
民
年
金

(「基
礎
年
金
」
)
の
み
と
な
る
。
第
2
号
被
保
険
者
は
、
毎
月
の
給

料
か
ら
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
年
金
の
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
る
。
こ
の
な
か
に
は
国
民

年
金
の
保
険
料
も
含
ま
れ
る
。
従

っ
て
、
年
金
は
、
原
則
と
し
て
、
国
民
年
金
と
厚
生
年

金
保
険

・
共
済
組
合
か
ら
、
「
基
礎
年
金
」
と

「厚
生
年
金

・
共
済
年
金
」
が
支
給
さ
れ

る
。
第
3
号
被
保
険
者
は
、
自
ら
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ

は
第
2
号
被
保
険
者
が
支
払
う
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
保
険
料
で
第
3
号
被
保
険

者

の
保
険
料
分
を
国
民
年
金
に
拠
出
し
て
い
る
か
ら
で
、
第
3
号
被
保
険
者
に
は
国
民
年

金
か
ら
の
み

「基
礎
年
金
」
が
支
給
さ
れ
る
。

一
方
、
公
的
年
金
制
度
は
、
「老
齢
」
「障
害
」
「
死
亡
」
を
保
険
事
故
と
す
る
保
険
制

度
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
保
険
事
故
が
発
生
し
、
法
律
で
定
め
る

一
定
の
要
件
を
満
た

す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
て
い
た
年
金
制
度
か
ら
、
所
得
保
障
と
し
て
の
」老
齢
年
金
」
「
障

図2公 的年金制度の種類と被保険者の範囲

/第3号 ＼

2号 の被扶

養 配偶者)ノ

第1号
自営業者
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害
年
金
」
「
遺
族
年
金
」
が
支
給
さ
れ
る
。

以
上

の
関
係
を
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン

(第
2
号
被
保
険
者
)
に
例
を
と

っ
て
そ
の
概

要
を
図
示
す
る
と
、
図
3
の
と
お
り

で
あ

る
。
な
お
、
第

1
号
被
保
険
者
、
第

3

号
被
保
険
者
に

つ
い
て
は
、
1
階
部
分

の
基
礎
年
金

(老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年

金
、
遺
族
基
礎
年
金
)
の
み
が
支
給
さ
れ
る
。

③

障
害
年
金
を
受
給
す
る
に
は

障
害
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、

一
定

の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。
こ

の
要
件
を

「受
給
要
件
」
と

い
う
。
受
給
要
件
は
、
障
害
基
礎
年
金
、
障
害
厚
生

年
金

・
障
害
共
済
年
金
と
も

に
、
①
資
格
要
件
、
②
保
険
料
納
付
要
件
、
③
障
害

程
度
要
件

の
3

つ
が
あ
り
、
原
則
と
し
て
、
3

つ
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
こ
と

が
必
要
と
な
る

(表
1
参
照
)。

裁
定
請
求

の
結
果
、
受
給
要
件
を
満
た
す
判
断
さ
れ
る
と
、
初
診
日
に
加
入
し

て
い
た
年
金
制
度
及
び
障
害

の
程
度

に
よ

っ
て
、
表

2
の
よ
う
な
障
害
年
金
又
は

障
害
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る
。

図3年 金給付 の種 類(サ ラ リーマ ンの例)

65歳 以降の本人

一定の障害状態

にある本人

老齢厚生年金or退 職共済年金

老齢基礎年金

障害厚生年金or障 害共済年金

障害基礎年金

 

①

②

一定の遺族
遺族厚生年金or遺 族共済年金

遺族基礎年金

 

③

14
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間
は
、
医
師
法

で
終
診
か
ら
5
年
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
同
じ
年
金
制
度

の
な
か
で
も
、
退
職

・
老
齢
、
死
亡

の
よ
う
に
発
生
理
由
が
明
確
な

「老
齢
年
金
」
や

「遺
族
年
金
」
に
比

べ
て
、
障
害
を
事
由
と
す
る

「障
害
年
金
」
は
、
受
給
要
件
を
満
た
す

か
ど
う
か

の
判
断
が
即
決
し
難

い
と

い
う

問
題
が
あ
る
。
加
え

て
、
こ

が
初
診
日
な

の
か
、
障
害
認
定
日

(初
診
日
か
ら
1
年
6
カ
月
を
経
過
し
た

日
)
当
時

の
障
害

の
状
態
が
ど
う

で
あ

っ
た

の
か
が
、
簡
単
に
分
か
ら

な

い
場
合
が
多

い
。
決
め
手
に
な
る
の
は
カ
ル
テ
だ
が
、
そ

の
保
存
期

し
か
し
、
障
害
年
金
を
受
給
す
る
ま
で
の
道

の
り
は
長
く
険
し

い
場

合

が
多

い
。
受
給
要
件
を
満
た
す

に
は
困
難
な
要
素
が
多

い
か
ら
だ
。

例
え
ば
、
バ
イ
ク
に
乗

っ
て
い
て
転
倒
し
障
害
を
負

っ
た
場
合
は
、
多

く

は
そ
の
日
に
病
院

で
診
療
を
受
け
、
ま
た
、
障
害
年
金

の
裁
定
請
求

ま

で
の
期
間
も
長
く
な

い
の
で
、
「
初
診
日
」
や

「障
害

の
程
度
」
は
明

確

に
な
る
が
、
疾
病
が
原
因
と
な
る
障
害

(例
え
ば
、
糖
尿
病
を
発
生
原

因
と
す
る
失
明
)
の
場
合
は
、
長

い
年
月

の
経
過
が
あ
る
た
め
に
、
い
つ

表1障 害年金の受給要件

年金種別 受給要件 受給要件のあ らまし

障害厚生年金

障害共済年金

資格要件 初診日に厚生年金保険の被保険者であること

保険料納付要件
一定の国民年金保険料 を納付 している こと

障害程度要件 障害 等 級1・2・3級 に該 当す る こ と

障害基礎年金 資格要件 初診 日に国民年金 の被保 険者 であること(被

保険者でな くなった後で も60歳 以上65歳 未

満で、国内に住 んであれば よい。)

保険料納付要件 m定 の国民年金保険料 を納付 してい ること

障害程度要件 障害等級1・2級 に該当する こと
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れ
ら
の
立
証
は
請
求
者

で
あ
る
障
害
者

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
障
害
年
金

の
受
給

の
難
し
さ
に
拍
車
を
か
け

て
い
る
。
そ

の
他
、
複
数
障
害

の
場
合
や
、
年
金
加
入
前

で
あ

る
20
歳
前
障
害

の
問
題
も
あ
る
。

頻
繁
な
法
改
正
に
よ
る
複
雑
化
し
た
制
度
を
理
解
し
、
自
ら
請
求
手
続
を
行

い
、
権
利

を
主
張
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
巻
末

「資
料
」
に
示
し
た
よ
う

に
、
障

害
年
金

に
係
る
苦
情
申
立
が
突
出
し
て
増
加
し
て
き

て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
こ
と
に

関
連
し
て
い
る
よ
う

に
窺
え

る
。

そ
れ
で
は
、
障
害
年
金

の
請
求
が
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
と
き
、
人
々
は
ど

こ
に
苦
情
を

申

し
立

て
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次

に
苦
情
申
立
機
関
に
つ
い
て
、
そ

の
概
略
を
述
べ
て

お
く
こ
と
に
し
た

い
。

ω

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会

障
害
年
金

の
請
求
を
し
た

の
に
、
そ
の
請
求
を
認
め
な

い
と

い
う
処
分
決
定
が
な
さ
れ

た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
請
求
人
に
と

っ
て
不
利
益
処
分
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
そ
れ
で
は
、

処
分

の
内
容
に
不
服
が
あ
る
と
き

は
ど
こ
に
不
服
を
申
し
立

て
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

表2障 害年金の内容

加入制度 障害等級1級 障害等級2級 障害等級3級 手当金

厚生年金

共済組合

と

国民年金

障害厚生年金又は

障害共済年金1級

障害厚生年金又は

障害共済年金2級

障害厚生年金又は

障害共済年金3級
1酷 手当金

1障害灘 年金1級1 障鵠 礎年金2級i

国民年金 1轄繋 年金咽 1障害基礎年金2糾
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不
利
益
処
分

の
取
り
消

し
を
求
め
る
不
服
申
立
の

一
般
法
と
し
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
が
あ
る
が
、
社
会
保
険

に
つ
い

て
は
、
官

・
会
法
に
基
づ
き
、
行
政
不
服
審
査
法

の
基
本
法
則
と
異
な
る
仕
組
み
が
定
め
ら
れ
、
第
三
者
機
関

(処
分
庁
と

そ
の
上
級
庁
に
対
し
て
独
立
し
て
不
服
審
査

・
裁
決
を
行
う
行
政
機
関
で
あ
る
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
)
に
対
し
、

審
査
請
求
す

る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
し
た
、
被
保
険
者

の
資
格

に
関
す

る
処
分
、
給
付
に
関
す
る
処
分
等

に
不
服
が
あ

る
場
合
は
、
社
会
保
険
審
査
官

に
審
査
請
求
を
し
、
そ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
社
会
保
険
審
査
会
に
対
し
再
審

査
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
保
険
料

の
徴
収

そ
の
他
徴
収
金

の
賦
課
等

に
不
服
が
あ

る
事
業
主
は
、
社
会
保

険
審
査
会
に
直
接
審
査
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

に
、
社
会
保
険

の
不
服
申
立

て
制
度
は
、
「社
会
保
険
審
査

官
」
及
び

「社
会
保
険
審
査
会
」
に
よ
る
二
審
制
が
と
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
裁
判
所

へ
の
訴
え

は
社
会
保
険
審
査
会

の

裁
決
を
経
た
あ
と

で
な
け
れ
ば
行
う

こ
と
が
で
き
な

い
と
す
る
不
服
申
立
前
置
主
義
が
と
ら
れ
て

い
る

(図
4
参
照
)
。

な
お
、
社
会
保
険
審
査
官
は
、
厚
生
労
働
省

の
職
員

の
う
ち
か
ら
厚
生
労
働
大
臣

に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
、
社
会
保
険
審

査
会
は
、
衆
参
両
議
院

の
同
意
を
得

て
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
委
員
長
及
び
委
員
5
人
を
も

っ
て
組
織
さ
れ
る
。

社
会
保
険
審
査
官
は

一
人

で
事
件
を
審
査
す
る

「
独
任
制
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
社
会
保
険
審
査
会

で
は
、
事
件
ご

と
に
委
員
長
及
び
委
員

の
う
ち
か
ら
指
名
さ
れ
る
3
人

(審
査
長
-
名
、
審
査
員
2
名
)
を
も

っ
て
構
成
す

る
合
議
体

で
事

件
を
取
り
扱
う

「合
議
制
」
を
と

っ
て
い
る
。
社
会
保
険
審
査
会

の
審
理
は
原
則
公
開
と
さ
れ
、
そ
の
指
揮
は
審
査
長
が
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行
う
。
請
求
人

・
代
理
人
と
、
保
険
者

・
代
理
人

に
加
え

、

参
与

(被
保
険
者
利
益
代
表
2
人
、
事
業
主
利
益
代
表
2
人
。
な

お
、国
民
年
金
は
被
保
険
者
及
び
受
給
権
者
の
利
益
代
表
4
人
)

は
、
審
理
期
日
に
出
頭
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
意
見
を

述

べ
又
は
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

お
り
、
通
常
、
36
頁
図
5
の
配
置
で
審
理
が
行
わ
れ

て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
他
利
害
関
係

の
あ

る
第
三
者

の
参
加
や

参
考
人

の
出
頭
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
審
理
期
日
後
、
裁

決
を
行
う
た
め
合
議
体

に
よ
り
合
議

(非
公
開
)
が
行
わ

れ
る
。
裁
決
は
文
書
を
も

っ
て
行
わ
れ
、
請
求
者
に
そ
の

謄
本
が
送
付
さ
れ
る
。

巻
末

「
参
考
資
料
」
に
み
る
よ
う

に
、
不
服
申
立
件
数

が
急
増
す
る
中

で
、
社
会
保
険
審
査
会
委
員
並
び
に
事
務

局
職
員

の
多
く
は
、
荷
重
な
労
働
の
中
で
日
々
努
力
を
重

ね

て
き

て
い
る
が
、
こ

の
審
査
会

の
存
在
は
あ
ま
り
知
ら

㊥
審 査 請 求

処分のあった1
から60臼 以内

図4社 会保険の不服申し立ての流れ

閣
ま会保険審査会

厚 生労働省に一つ/委 員長及び委員5人/合 議制

再審査請求
(決定書の謄本を受け取っ
た日から60日 以内)

土会保険審査官

各 地方社会保険事務局/102人/独 任制
決定

審杢請求
(処 分 の あ っ

た 日か ら60日

以 内)

保険料

滞納処分 等の不

被保険者資格
標準報酬
保険給付

保険料(国 民年金のみ)等 の不服

健康保険法

厚生年金法

国民年金法

船員保険法
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れ
て
い
な

い
。
今
日
、
公
務
員

の
削
減
が
緊
急
な
政
策
課
題
と
な

っ
て
い
る
が
、
市
民

の
生
命

・
生
存
を
守
る
た
め
に
、
逆

に
、
そ

の
拡
充
こ
そ
求
め
ら
れ
る
分
野
も
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
ほ
し

い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
社
会
保
険
審
査
会

で
は
あ
る
が
、
苦
情
を
申
立
て
る
市
民

の
側
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
保
険
審
査
会

へ
の
要

求
や
不
満
は
少
な
く
な

い
だ
ろ
う
。
苦
情

の
申
立
を
し
た
市
民
や
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士
が
、
現
状

の
社
会
保
険
審

査
会
を
ど
う
み
て
い
る
の
か
は
、
今
後

の
社
会
保
険
審
査
会

の
あ
り
様
を
考
え

る
上

で
も
重
要

で
あ
る
。

4

シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
/
報
告
者
の
位
置
づ
け

第1章 シンポジウムを理解するために

こ
こ
で
、
シ
ン
ポ
ジ

ス
ト
/
報
告
者

の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た

い
。

ま
ず
、
湯
浅
和
恵
さ
ん
は
、
薬
害
が
原
因

で
、
両
眼
が
失
明
に
近

い
状
態
と
な
り
、
障
害
年
金

の
請
求
を
し
た
方
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
障
害
を
負

っ
た
方
に
は
、
問
題
な
く
障
害
年
金
が
支
給
さ
れ
そ
う
だ
が
、
現
実
は
そ
う
簡
単

で
は
な

い
。

障
害
年
金

の
請
求

に
は
、
障
害
年
金

の
認
定

日
請
求

(15
頁
及
び
91
頁
図
6
参
照
)
と

「事
後
重
症
」
(
90
頁
注
21
参
照
)
が
あ

る
が
、
湯
浅
さ
ん

の
ケ
ー

ス
は
、
こ
の
点
に
関
係
し
た
問
題

で
あ
る
。
ど
う
関
係
し

て
、
何
が
問
題
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う

か
、
本
文
を
よ
く
参
照
し

て
ほ
し
い
。

湯
浅
さ
ん
の
ケ
ー
ス
は
、
社
会
保
険
審
査
会

で
、
再
審
査
請
求
人

で
あ
る
湯
浅
さ
ん
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
案

で
あ
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る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る
ま

で
の
過
程
は
、
残
念
な
が
ら
平
坦
で
は
な
か

っ
た
。
自
身
が
、
歯
科
医

で
も
あ

っ
た
湯
浅

さ
ん
、
医
療
保
険
を
は
じ
め
、
社
会
保
険

に
は
、

一
般

の
人
よ
り
は
な
じ
み
が
あ

っ
た
よ
う

に
み
え

る
湯
浅
さ
ん
で
は
あ

る
が
、
現
状
は
ど
う
だ

っ
た
ろ
う
か
。
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
年
金
制
度
、
特

に
障
害
年
金
制
度

へ
の

情
報
提
供

や
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
の
必
要
性

に
つ
い
て
も
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
事
案
で
あ
る
。

池

原
毅
和
弁
護
士
は
、
学
生
無
年
金
訴
訟

の
原
告
側

の
代
理
人

で
あ
り
、
「全
国
精
神
障
害
者
家
族

の
会
」
の
顧
問
弁
護

士
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
池
原
弁
護
士
が
、
代
理
人
と
な

っ
て
い
る
当
該
訴
訟

の
原
告
は
、
精
神
障
害

に
罹

患
し
た
方

々
で
あ
る
。
障
害
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
初
診

日
が

い
つ
だ

っ
た
か
が
、
重
要
に
な
る

(例

厚
生
年
金

保
険
法
第
47
条
、
注
3
参
照
)。
あ
わ
せ
て
、
前
述

の

「障
害
年
金
を
受
給
す
る
に
は
」
(14
頁
3
ー

③
参
照
)、
精
神
障
害

の
場

合
は
、
症
状
が
、
長

い
期
間
に
わ
た

っ
て
段

々
に
進
行
す
る
こ
と
が
多

い
こ
と
か
ら
、
湯
浅
さ
ん
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
と
比

べ
て
も
、
初
診
日
の
特
定
が
難
し

い
こ
と
が
多

い
。

池
原
弁
護
士
に
は
、
学
生
無
年
金
問
題

へ
の
か
か
わ
り
か
ら
、
報
告
を
お
願

い
し
た
し
だ

い
で
あ

る
が
、
学
生
無
年
金

訴
訟
そ
れ
自
体
に
は
、
「初
診
日
」
問
題

の
他
に
も
多
く
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
保
障
争
訟

に
お
け
る
代
理
人
と
し
て
活
躍
し
て

い
る
池
原
弁
護
士
に
は
、
年
金
制
度
、
特

に
障
害
年
金
制
度

へ
の
情
報
提
供
や
ア
ド

ボ
ケ
イ
ト
に

つ
い
て
ど
う
考
え

て
い
る
の
か
、
ま
た
社
会
保
険
審
査
会

に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
な
意
見
を
も
た
れ
て
い
る

の
か

と

い
っ
た
こ
と
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中

で
、
伺

い
た
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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第1章 シンポジウムを理解するため に

青
木
久
馬
社
会
保
険
労
務
士
は
、
障
害
年
金

に
精
通
し
た
数
少
な

い
社
会
保
険
労
務
士

の

一
人
で
あ
り
、
し
か
も
自
身

が
中
心
と
な
り
、
年
金
制
度

に
つ
い
て
の
地
道
な
相
談

・
支
援
活
動
を
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
方

で
も
あ
る
。

今
回
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
初
め
て
知

っ
た
こ
と
だ
が
、
障
害
年
金

に
精
通
し
た
社
会
保
険
労
務

士
は
ほ
ん
と
う

に
少
な
く
、
し
た
が

っ
て
障
害
年
金

に
関
す
る
不
服
申
立

に
お

い
て
請
求
人

の
代
理
入
と
な
る
よ
う
な
社

会
保
険
労
務
士
は
、

一
握
り

に
す
ぎ
な

い
。
そ
こ
に
は
、
障
害
年
金

の
代
理
人
を
引
き
受
け

て
い
て
も
、
社
会
保
険
労
務

士
と
し
て
生
活
が
成
り
立
た
な

い
と

い
う
深
刻
な
事
実
も
関
係
し
て
い
る
。

青
木
報
告

の
中

で
は
、
現
行

の
障
害
年
金
制
度
に
対
す
る
大
胆
な
問
題
提
起
や
社
会
保
険
審
査
会

へ
の
批
判
も
展
開
さ

れ
た
。
審
理
手
続

に
お
け
る
対
審
制

の
問
題
な
ど
社
会
保
険
審
査
会

の
法
的
性
格
に
か
か
る
筆
者

(橋
本
)

の
問
題
意
識

も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
む
け
た
青
木
さ
ん
と

の
や
り
と
り
に
触
発
さ
れ
た
面
が
少
な
く
な

い

(前
述
9
頁
参
照
)
。
認
定
基

準
の
法
的
性
格
を
ア
メ
リ
カ
法

に
い
う
実
質
的
証
拠
準
則
を
視
野
に
入
れ

つ
つ
検
討
す
る
こ
と
や
理
由
付
記

の
あ
り
様

に

つ
い
て
も
、
今
後
は
関
心
を
む
け
て
い
き
た

い
と
考
え

て
い
る
。
特

に
認
定
基
準
と

の
関
係

で
は
、
ア
メ
リ
カ
法

で
前
記

準
則
が
採
択
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
審
手
続
が
、
第
三
者
機
関
に
よ
り
、
か

つ
、
司
法
手
続

に
準
ず
る
手
続
を
採
択

し
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
い
る
。

と

こ
ろ
で
、
青
木
さ
ん

の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
お
け
る
問
題
提
起

の

一
部
に

つ
い
て
は
、
率
直
な
反
論
も
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
と

の
質
議

(例
え
ば
、
質
問
6
)
を
ふ
ま
え
た
と
り
ま
と
め
を
本
報
告

の
最
後

に
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筆
者

の
責
任

で
参
考
と
し
て
掲
載
し
て
み
た
。
議
論
が
さ
ら
に
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

5

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
発
展
さ
せ
て

い
き
た

い
こ
と

最
後

に
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
契
機
に
し
て
、
私
達
が
今
後
発
展
さ
せ
て

い
き
た

い
こ
と
を
要
約
し

た

い
。

結
び
と
し

ω

必
要
な
市
民

へ
の
情
報
提
供
と
相
談
窓
ロ

障
害
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
い
く

つ
か
の

「制
度
上

の
約
束
事
」
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
保
険
料

の
納
付

や

初
診
日
を
証
明
す
る
カ
ル
テ
の
よ
う

に
、
障
害

に
な

っ
て
か
ら

で
は
、
対
応
し
に
く

い
問
題
も
多

い
。
私
達
は
、
普
段
か

ら
そ

の
よ
う
な
知
識
を
身
に

つ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

く
わ
え

て
、
障
害
年
金

の
裁
定
請
求
は
ど
こ
に
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
裁
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
ど
こ
に
不
服
を
申
立

て
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ

ろ
う
か
。

市
民
が
、
主
体
的

に
こ
れ
ら

の
こ
と
を
駆
使

し
て
い
く
た
め
に
は
、
必
要
か

つ
充
分
な
、
し
か
も
わ
か
り
や
す

い
情
報

提
供
が
、

ア
ド
ボ
ケ
イ
ト

(社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
等
)
を
通
じ
て
、
市
民
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
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の
こ
と
は
、
学
生
無
年
金
者
が
生
み
出
さ
れ

て
き
た
背
景
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

近
年

社
会
保
険
審
査
会

へ
の
苦
情
申
立
が
、
急
増
し

て
き

て
い
る
こ
と
は
、
先

に
も
触
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
第

一
線

の
窓

口
で
の
対
応
が
し

つ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
早
期
に
解
決
し
た
と
思
わ
れ
る
案
件
も
少
な
く
な

い
こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た

い
。

第1章 シンポジウムを理解するために

②

市
民
を
助
け
る

ア
ド
ボ
ケ
イ
ト

(社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
等
)
の
育
成
と
大
学
の
役
割

社
会
保
険
審
査
会

へ
の
苦
情
申
立
が
、
急
増
し
て
き
て

い
る
と
は

い
え
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
市
民
が
主
体
的

に
不

服
申
立
制
度
を
利
用
す
る
ま

で
に
は

い
た

っ
て
い
な

い
。

年
金
制
度
、
特
に
障
害
年
金
制
度

に
は
、
技
術
的
に
煩
雑
な
問
題
も
多
く
、
市
民
を
助
け
る
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト

(社
会
保
険

労
務
士
、
弁
護
士
等
)
の
存
在
は
不
可
欠

で
あ
る
。

だ
が
、
実
際
に
障
害
年
金
を
請
求
す
る
段
に
な

っ
て
も
、
障
害
年
金

に
精
通
し
た
社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
を
見

い

だ
す
こ
と
は
難
し

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
障
害
年
金
に
精
通
し
た
社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
が
少
な

い
の
は
、
前
述

の

よ
う
に
障
害
年
金

の
代
理
人
に
な

っ
て
も
、
生
活

が
維
持

で
き
な

い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。

し
か
し
、
数
は
少
な

い
と
は

い
え
、
障
害
者

の
年
金
問
題

の
重
要
性
に
気
づ

い
て
い
る
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士

の

方
々
が
い
ら

つ
し
ゃ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
り
、
す

で
に
、
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士

の
中
で
は
、
市
民
や
地
域
に
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対
し

て
何
が

で
き

る
の
か
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
組
ん
で
市
民
を
バ

ッ
ク
ア

ッ
プ
す
る
地
道
な
活
動
も
は
じ
ま

っ
て
き

て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
さ
ら
に
は
、
こ
の
報
告
書

の
作
成
に
あ
た
り
、
十
指
に
あ
ま
る
社
会
保

険
労
務
士

の
方
々
や
、
関
連
機
関

の
職
員
の
方

々
が
、
多
大
な
ご
協
力
を
下
さ

っ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思

う
。こ

れ
ら

の
社
会
保
険
労
務
士
や
関
連
機
関
の
職
員

の
中
に
は
、
神
奈
川
大
学

の
卒
業
生
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
う

し
た
現
状
を
考
え

れ
ば
、
大
学
が
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士
と
も
連
携
し
て
、
こ
れ
ら
専
門
集
団

の
組
織
づ
く

り

の

一
翼
を

に
な
え

る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
使
命
と

い
え
よ
う
。

大
学
と
し
て
も
、
社
会
保
険
に
係
る
専
門
人
育
成
と
あ
わ
せ
支
援

の
枠
組
形
成
に
む
け
て
、

一
日
も
早
く
具
体
的
な

一

歩
を
踏
み
出
し
た

い
も

の
で
あ

る
。
今
回

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
そ
の
た
め
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
し
、
筆
者

自
身
、
そ
の
取
組
み
に
尽
力
し
た

い
と
考
え

て

い
る
。

な
お
、
本
報
告
書

で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
言

に
か
か
る
説
明
を
、
対
応
す
る
ペ
ー
ジ

の
下
欄
に
注
記
し
た
。

あ
わ
せ
て
参

照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

(な
お
、
筆
者
は
二
〇
〇
二
年
四
月
よ
り
三
年
間
、
神
奈
川
大
学
を
休
職
。
社
会
保
障
審
査
会
委
員

の
職

に

あ

っ
た
。
)
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